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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を表示範囲内に表示するファインダ表示手段と、
　前記ファインダ表示手段の表示範囲内の複数箇所に対応する前記被写体との複数の距離
を測定する測距手段と、
　前記表示範囲内の前記被写体の大きさを取得する取得手段と、
　前記測距手段によって測定された複数の距離から計算された最大の差と、前記取得手段
によって取得された前記被写体の大きさとに基づいて、カラープロファイルを生成可能な
複数のカラーパッチを有するチャートとして前記被写体が撮影可能であるか否かを判定す
る判定手段と、
　前記被写体が前記チャートとして撮影可能であると前記判定手段が判定した場合に、前
記被写体を前記チャートとして撮影する撮影手段と、
　前記被写体が前記チャートとして撮影不可であると前記判定手段が判定した場合に、前
記被写体が前記チャートとして撮影不可であることを示す通知を与える報知手段と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記ファインダ表示手段は、前記被写体を前記チャートとして撮影するために前記被写
体を撮影位置へと誘導するチャート撮影枠を、前記表示範囲内に表示し、
　前記測距手段は、前記表示範囲内の前記チャート撮影枠の複数箇所に対応する前記被写
体との距離を測定する
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ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記計算された最大の差が予め定められた閾値よりも大きい場合に、
前記被写体は前記チャートとして撮影不可であると判定することを特徴とする請求項１に
記載の撮像装置。
【請求項４】
　さらに、被写界深度を取得する手段を有し、
　前記判定手段は、前記最大の差が前記被写界深度よりも大きい場合に、前記被写体は前
記チャートとして撮影不可であると判定することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　撮像装置の制御方法であって、
　被写体をファインダの表示範囲内に表示するファインダ表示ステップと、
　前記表示範囲内の複数箇所に対応する前記被写体との複数の距離を測定する測距ステッ
プと、
　前記表示範囲内の前記被写体の大きさを取得する取得ステップと、
　前記測距ステップにおいて測定された複数の距離から計算された最大の差と、前記取得
ステップにおいて取得された前記被写体の大きさとに基づいて、カラープロファイルを生
成可能な複数のカラーパッチを有するチャートとして前記被写体が撮影可能であるか否か
を判定する判定ステップと、
　前記被写体が前記チャートとして撮影可能であると前記判定ステップにおいて判定され
た場合に、前記被写体を前記チャートとして撮影する撮影ステップと、
　前記被写体が前記チャートとして撮影不可であると前記判定ステップにおいて判定され
た場合に、前記被写体が前記チャートとして撮影不可であることを示す通知を与える報知
ステップと、
を有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項６】
　コンピュータで実行されることにより、該コンピュータを請求項１乃至４のいずれか１
項に記載の撮像装置として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項７】
　請求項６に記載のコンピュータプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読
取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置およびその制御方法に関し、特に、複数色のカラーパッチを有するチ
ャートを撮影して、カラープロファイル作成用のカラーパッチ信号を得る撮像装置および
その制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に普及しているデジタルカメラにおいては、撮影画像データにおける再現色が、被
写体の色に対して忠実な色、または好ましい色など、観察者にとって最適な色となるよう
に色変換処理が行われている。ところが、被写体の色は、被写体を照らす光源によって大
きく異なるものである。したがって、ある光源下で最適な色再現が得られるように設定さ
れた色変換処理であっても、異なる光源下で撮影された画像データに適用すると、必ずし
も最適な再現色は得られない。
【０００３】
　そこでデジタルカメラにおいては、色変換処理の前処理として、ホワイトバランス調整
が行われている。ところが、デジタルカメラのセンサが出力するＲ，Ｇ，Ｂ等のカラー情
報は、必ずしも人間が知覚する３刺激値と対応しない。これは、デジタルカメラにおける



(3) JP 5210121 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

Ｒ，Ｇ，Ｂの各画素の分光感度が等色関数と一致しないことに起因する。もしも、この分
光感度が等色関数と一致するならば、ホワイトバランスを適切にとりさえすれば、どのよ
うな光源下であっても、１つの最適な色変換処理によって最適な色再現を得ることが可能
である。ところが、実際には分光感度は等色関数と異なるため、より精度の高い色変換処
理を行うためには、光源に応じて異なる色再現処理を行う必要がある。
【０００４】
　光源に応じて異なる色再現処理を行うためには、それぞれの光源において、色変換を行
うルックアップテーブル等のカラープロファイルを用意する必要がある。このカラープロ
ファイルの作成方法としては、予め用意されている、複数のカラーパッチからなるチャー
トを撮影し、各カラーパッチの撮影データに基づいて作成する方法が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開2004-153684号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来のカラープロファイルの作成方法においては、カラーパッチが正確に撮影され
ていることが前提となっている。したがって、カラーパッチが正確に撮影されていない場
合には、例えば以下に挙げるような問題が生じ、作成したカラープロファイルの精度が悪
化したり、または作成自体が不可能となってしまったりする。
【０００６】
　・チャートが斜めになって撮影されてしまい、カラーパッチのデータを抽出することが
困難になる。
【０００７】
　・撮影時の画角が適正でなく、レンズの周辺光量落ちや収差の影響を受けてしまう。
【０００８】
　・露出不足によりデータに多くのノイズが乗ってしまう。
【０００９】
　・ピント不良（ピンボケ）によりパッチデータにパッチ以外の周辺色のデータが混ざり
こんでしまう。
【００１０】
　・チャートへの照明が適正でなく、照明むらの影響を受けてしまう。
【００１１】
　・逆光条件などで撮影したことにより、レンズのフレアやゴーストが生じてしまう。
【００１２】
　一般にカラープロファイルは、多くはパーソナルコンピュータ（ＰＣ）上で作成される
ため、チャートの撮影現場において作られることは少ない。したがって、チャートの撮影
を行った段階では撮影に失敗したことに気づかず、カラープロファイルを作成する段階に
なって失敗に気づくことも多い。このような場合には、再度撮影現場まで出向いて撮影を
行う必要がある。特に屋外において被写体およびチャートを撮影した場合、撮影環境を後
日に再現することはほぼ不可能であるため、チャートの撮影が失敗していると、該被写体
の撮影画像に対して最適なカラープロファイルを作成することは不可能となってしまう。
また、そもそもチャート撮影経験の少ないユーザが正確にチャート撮影を行うことは容易
ではなかった。
【００１３】
　本発明は上述した問題を解決するためになされたものであり、カラープロファイル作成
を目的としたチャート撮影を適切に行うことを容易に可能とする撮像装置およびその制御
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するための一手段として、本発明の撮像装置は以下の構成を備える。
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【００１５】
　すなわち、被写体を表示範囲内に表示するファインダ表示手段と、前記ファインダ表示
手段の表示範囲内の複数箇所に対応する前記被写体との複数の距離を測定する測距手段と
、前記表示範囲内の前記被写体の大きさを取得する取得手段と、前記測距手段によって測
定された複数の距離から計算された最大の差と、前記取得手段によって取得された前記被
写体の大きさとに基づいて、カラープロファイルを生成可能な複数のカラーパッチを有す
るチャートとして前記被写体が撮影可能であるか否かを判定する判定手段と、前記被写体
が前記チャートとして撮影可能であると前記判定手段が判定した場合に、前記被写体を前
記チャートとして撮影する撮影手段と、前記被写体が前記チャートとして撮影不可である
と前記判定手段が判定した場合に、前記被写体が前記チャートとして撮影不可であること
を示す通知を与える報知手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　以上の構成からなる本発明の撮像装置によれば、カラープロファイル作成を目的とした
チャート撮影を適切に行うことが容易に可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、添付の図面を参照して、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する
。なお、以下の実施形態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限
定されるものではない。
【００１８】
　＜第１実施形態＞
　●装置構成
　本実施形態においては、複数色のカラーパッチを有するチャートを撮影して、カラープ
ロファイル作成用のカラーパッチ信号を得る撮像装置として、デジタル１眼レフカメラを
適用する例を示す。図１は、本実施形態のデジタル１眼レフカメラの構成を示すブロック
図である。図１において、１００はカメラ本体、２００は交換可能なレンズユニットであ
る。
【００１９】
　まず、レンズユニット２００の構成について説明する。２０１～２０３はレンズエレメ
ントである。２０１は光軸上を前後に移動することで撮影画面のピント位置を調整するフ
ォーカシングレンズ群である。２０２は光軸上を前後に移動することでレンズユニット２
００の焦点距離を変更し、撮影画面の変倍を行う変倍レンズ群である。２０３はテレセン
トリック性等のレンズ性能を向上させるための固定レンズである。２０４は絞りである。
２０５は測距エンコーダであり、フォーカシングレンズ群２０１の位置を読み取り、被写
体距離に相当する信号を発生する。２０６はレンズ制御部であり、カメラ本体１００から
送られた信号に基いて絞り２０４の開口径を変化させ、測距エンコーダ２０５から送られ
た信号に基いてフォーカシングレンズ群２０１を移動させる制御を行う。レンズ制御部２
０６はまた、測距エンコーダ２０５で発生した被写体距離、変倍レンズ群２０２の位置情
報に基く焦点距離、絞り２０４の開口径に基くＦナンバー、等を含むレンズ情報をカメラ
本体１００に送信する。２０７はレンズユニット２００とカメラ本体１００との通信イン
ターフェイスとなるマウント接点群である。
【００２０】
　次に、カメラ本体１００の構成について説明する。１０１は主ミラーであり、ファイン
ダ観察状態では撮影光路内に斜設され、撮影状態では撮影光路外に退避する。また、主ミ
ラー１０１はハーフミラーとなっており、撮影光路内に斜設されているときは、後述する
測距センサ１０３へ被写体からの光線の約半分を透過させる。１０４はレンズエレメント
２０１～２０３の予定結像面に配置されたファインダスクリーンであり、撮影者はアイピ
ース１０７を通してこのファインダスクリーン１０４を観察することで、撮影画面を確認
する。ここで、１０６はペンタプリズムであり、ファインダスクリーン１０４からの光線
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をアイピース１０７へ導くための光路変更を行う。また、１０５は透過型液晶素子からな
るファインダ表示素子であり、例えば図４に示すような枠や、シャッタ速度、絞り値、露
出補正量等の撮影情報を、撮影者がアイピース１０７を通して観察する画面中に表示させ
る。なお、図４に示す表示枠の詳細については後述する。
【００２１】
　１０３は測距センサであり、主ミラー１０１の裏側に退避可能に設けられたサブミラー
１０２を介して、レンズユニット２００からの光束を取り込む。測距センサ１０３は取り
込んだ光束の状態をカメラ制御部１１１に送り、カメラ制御部１１１はそれに基いてレン
ズユニット２００の被写体に対するピント状態を判定する。続けてカメラ制御部１１１は
、判定されたピント状態とレンズ制御部２０６から送られるフォーカシングレンズ群２０
１の位置情報に基き、フォーカシングレンズ群２０１の動作方向および動作量を算出する
。
【００２２】
　１０８は測光センサであり、ファインダスクリーン１０４上に映された画面上の所定領
域における明るさ乃至輝度の信号を発生し、カメラ制御部１１１に送信する。カメラ制御
部１１１では、この測光センサ１０８から送信された信号値、すなわち測光結果に基き、
撮像センサ１１０への適切な露光量を決定する。
【００２３】
　カメラ制御部１１１はさらに、撮影モード切替部１１４によって選択される撮影モード
に応じて、上記適切な露光量となるよう絞り２０４における開口径、およびシャッタ１０
９におけるシャッタ速度の制御を行う。ここで、適切な露光量とは例えば、反射率１８％
のグレーの被写体を撮影した場合の撮像センサ１１０の出力値として、予めカメラ制御部
１１１内に記憶されている。撮影モードがシャッタスピード優先モードである場合は、カ
メラ制御部１１１は、パラメータ設定変更部１１５で設定されたシャッタ速度に対して上
記の適切な露光量を得るように、絞り２０４の開口径を算出する。そして該算出値に基き
、カメラ制御部１１１はレンズ制御部２０６に命令を送ることで、絞り２０４の開口径を
調整する。同様に、撮影モードが絞り優先モードである場合は、設定された絞り値に対し
て上記の適切な露光量を得るように、シャッタ秒時を算出する。さらに、プログラムモー
ドである場合は、カメラ制御部１１１は、上記の適切な露光量に対して予め定められたシ
ャッタ速度と絞り値の組み合わせに従い、シャッタ速度と絞り値を決定する。
【００２４】
　以上の処理は、シャッタスイッチ１１３の半押しにより開始される。このときレンズ制
御部２０６は、カメラ制御部１１１が決定したフォーカシングレンズ群２０１の動作方向
と動作量を目標として、測距エンコーダ２０５の示す位置情報が該目標動作量と一致する
まで、フォーカシングレンズ群２０１を駆動する。
【００２５】
　次にシャッタスイッチ１１３を全押しすることにより、撮影シーケンスが開始される。
撮影シーケンスの開始により、まず、主ミラー１０１とサブミラー１０２が折りたたまれ
て撮影光露外に退避する。続いて、カメラ制御部１１１による算出値に従い、レンズ制御
部２０６が絞り２０４を絞り込む。続いてシャッタ１０９が、カメラ制御部１１１の算出
したシャッタ速度に従い開放閉鎖する。この後、絞り２０４が開放され、続いて主ミラー
１０１とサブミラー１０２が元位置に復帰する。
【００２６】
　１１０は撮像センサであり、シャッタ１０９の開放中に蓄積された各ピクセルの輝度信
号を、カメラ制御部１１１に転送する。撮像センサ１１０には、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色からな
るカラーフィルタがベイヤー配列状に配置されており、カメラ制御部１１１は、これらの
Ｒ，Ｇ，Ｂフィルタの位置に相当する輝度信号から、Ｒ，Ｇ，Ｂの３チャンネルからなる
カラー画像信号を形成する。そして、通常の撮影モードの場合には、カメラ制御部１１１
内に予め格納されているカラープロファイルにて色変換を行い、適当な色空間にマッピン
グし、適切な形式の画像ファイルを作成する。ここで利用されるカラープロファイルがす
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なわち、本実施形態において撮影されたチャート内における複数のカラーパッチ信号に基
づいて、例えば外部のＰＣで作成されたものである。チャート撮影モードの場合には、カ
ラープロファイルによる色変換および色空間へのマッピングを行わずに、適当な形式のフ
ァイルを作成する。
【００２７】
　１１６はカメラ１００の背面に設けられた表示部であり、撮影モード切替部１１４及び
パラメータ設定変更部１１５による設定に基いて、設定状況を表示するとともに、撮影後
にカメラ制御部１１１によって作成されたサムネール画像を表示する。
【００２８】
　１１２は、取り外し可能なメモリーカードの記録再生部であり、撮影後にカメラ制御部
１１１が作成した画像ファイルを、装填されたメモリーカードに記録する。
【００２９】
　図２Ａおよび図２Ｂは、本実施形態のデジタル１眼レフカメラの上面図および背面図で
ある。図２Ａ，Ｂにおいて、上述した図１と同様の構成には同一番号を付してある。すな
わち、１０７はファインダアイピース、１１３はシャッタスイッチ、１１４は撮影モード
切り替え部、１１５はパラメータ設定変更部、１１６は表示部である。
【００３０】
　パラメータ設定変更部１１５は、表示部１１６の表示内容を切り替えるための切り替え
ボタン１１７を有する。さらに、表示部１１６上で選択箇所を上下左右方向に動かすため
の選択ボタン１１８ａ（上方向），１１８ｂ（下方向），１１８ｃ（右方向），１１８ｄ
（左方向）、を有する。そしてさらに、選択を決定するためのＯＫボタン１１９を有する
。
【００３１】
　図３は、撮影モード切替部１１４の詳細を示す外観図である。図３において、３０１は
モード設定ダイヤル、３０２はモード設定ダイヤル３０１の設定指標である。モード設定
ダイヤル３０１上において、３０１ａはカメラの電源オフ、３０１ｂはプログラムモード
、３０１ｃはシャッタ優先モード、３０１ｄは絞り優先モード、の設定位置である。これ
らの撮影モードの詳細に関しては、既に説明したとおりである。３０１ｅは、撮影者がシ
ャッタ速度と絞りを自由に選択するマニュアルモード設定位置であり、３０１ｆはチャー
ト撮影モード設定位置である。
【００３２】
　●ファインダ内表示
　図４は、ファインダ表示素子１０５によるファインダ内表示を示す図である。図４にお
いて、４００はファインダ視野範囲を示す。ファインダ視野範囲４００内において、４０
１はチャート撮影モードの選択時に、チャートの位置指標として表示されるチャート撮影
枠である。ユーザは、チャート撮影モード時に、撮影対象となるチャートがこのチャート
撮影枠４０１に一致するように、画角を決定する。このときのチャートの撮影倍率は、レ
ンズの周辺減光の影響を避けるために、ファインダ視野面積の約１／４を占める程度が望
ましいが、これに限定されるものではない。また、４０２は測光領域であり、チャート撮
影モードにおいては、測光領域４０２においてスポット測光を行うことにより、チャート
を撮影する上で最適な撮像センサ１１０への露光量を決定する。
【００３３】
　４０３～４０６はそれぞれ、チャート撮影枠４０１に重ねて設けられた、本実施形態に
おける測距点としてのオートフォーカス指標である。本実施形態では、オートフォーカス
指標４０３～４０６におけるデフォーカス量の違いに基づいて各指標における被写体の距
離の差を算出することにより、チャートが適切な位置に置かれているか否かを判定する。
また４０７は、チャート撮影モード時にチャートが適切に撮影できるか否かの判定結果を
表示するための判定結果表示部である。本実施形態においては、チャートが適切に撮影で
きると判定した場合には判定結果表示部４０７に「ＯＫ」を表示し、適切に撮影できない
と判定した場合には「ＮＧ」を表示する。なお、判定結果の表示はこれに限るものでなく
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、ユーザにとって理解できるものであればどのようなものであっても良いことは言うまで
もない。
【００３４】
　●チャート撮影処理
　図５は、カメラ制御部１１１によって制御される、チャート撮影モードによる撮影処理
を示すフローチャートである。モード設定ダイヤル３０１がチャート撮影モード位置３０
１ｆに設定された状態において、ユーザがシャッタスイッチ１１３を半押しすることによ
り、本アルゴリズムは開始する。
【００３５】
　まずステップＳ１０１において、露出の決定処理（ＡＥ処理）、および、オートフォー
カス処理（ＡＦ処理）を行う。露出の決定処理は、例えば既に述べた絞り優先モードと同
様に、予め設定された絞り値に対して、上述した適切な露光量を得るシャッタ秒時を算出
する。すなわち、測光センサ１０８で測光した図４の測光領域４０２における平均輝度が
反射率１８％の被写体に相当するものとして、撮像センサ１１０の出力が予め設定された
値となるよう、シャッタ秒時を決定する。また、ステップＳ１０１におけるオートフォー
カス処理は、既に測距センサ１０３の説明で述べたように、オートフォーカス指標４０３
～４０６のいずれか１点においてピントが合うよう、フォーカシングレンズ群２０１を駆
動する。
【００３６】
　次にステップＳ１０２において、ステップＳ１０１で決定したシャッタ秒時に対し、撮
影するチャートの種別に応じて補正を加える。具体的には、測光領域４０２付近に位置す
るパッチの平均の反射率が１８％より明るいチャートの場合にはより明るく（シャッタ秒
時を長時間に）変更する。逆に、測光領域４０２付近に該当するパッチの平均の反射率が
１８％より暗いチャートの場合にはより暗く（シャッタ秒時を短時間に）変更する。これ
らの補正量は、撮影するチャートの種別に応じて、予めカメラ制御部１１１内に記憶され
ているものとする。また、チャートの種別の特定方法としては例えば、撮影時にユーザに
よって選択・指示されるものとする。このように、チャートの種別によって露出を適正に
補正することで、より適正なチャート画像を取得することが可能となる。すなわち、チャ
ート画像内における複数のカラーパッチ情報を利用して作成するカラープロファイルの精
度を向上させることが可能となる。
【００３７】
　ステップＳ１０３では、測距エンコーダ２０５により発生した被写体距離ｄ、変倍レン
ズ群２０２の位置情報に基く焦点距離ｆ、絞り２０４の開口径に基くＦナンバーを、レン
ズ制御部２０６から取得し、これらの情報に基づいて被写界深度ｏを算出する。なお、被
写界深度ｏは例えば以下の式(1)～(3)により算出することが可能であるが、これに限定す
るものではない。
【００３８】
【数１】

【００３９】
　但し、式(1)においてσは許容錯乱円の径を示し、撮像センサ１１０における１ピクセ
ルの大きさに相当する。
【００４０】
　ステップＳ１０４では、被写体サイズｈを算出する。ここで被写体サイズｈとは、撮影
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するチャートの大きさを意味するものである。被写体サイズｈは後段の判定ステップＳ１
０６において参照され、この被写体サイズｈが予め想定されるチャートの大きさと異なる
場合に、被写体はチャートでは無いと判定される。
【００４１】
　図４におけるチャート撮影枠４０１の１辺の長さに対応した撮像センサ１１０上での長
さをｋとすると、被写体サイズｈは例えば次式により算出される。
【００４２】
【数２】

【００４３】
　ステップＳ１０５では、図４における各オートフォーカス指標４０３～４０６（以下、
単に指標と称する）における、最大の測距距離差ΔＬを算出する。ここではまず、指標４
０３～４０６の位置に対応する測距センサ１０３の出力値から、各指標４０３～４０６の
位置における被写体距離を推定し、次に、これらの被写体距離において、最大値と最小値
の差分をとり、これをΔＬとする。
【００４４】
　ステップＳ１０６は撮影判定ステップであり、上述した最大測距距離差ΔＬ、被写界深
度ｏ、被写体サイズｈ、被写体距離ｄ、に基づき、被写体がチャートであるか否か、ある
いはチャートの位置が適切であるか否かにより、撮影の可否を判定する。すなわち、まず
被写体サイズｈが予め設定された閾値Ｔｍ１より大きく、Ｔｍ２より小さい場合には、被
写体のサイズが想定されるチャートの大きさと違うため、被写体はチャートでないと判断
し、Ｆａｌｓｅのフラグを立てる。また、最大測距距離差ΔＬが被写界深度ｏよりも大き
い場合は、チャートの全面にピントの合った画像を取得できないためＦａｌｓｅのフラグ
を立てる。さらに、最大測距距離差ΔＬが、予め設定された閾値ＴＬより大きい場合は、
被写体であるチャートがチャート撮影枠４０１の位置からずれていると想定されるためＦ
ａｌｓｅのフラグを立てる。
【００４５】
　Ｆａｌｓｅのフラグが立った場合はステップＳ１０８に進み、判定結果表示部４０７に
「ＮＧ」を表示し、撮影不可である旨をユーザに報知して処理を終了する。一方、判定ス
テップＳ１０６においてＴｒｕｅのフラグが立った場合は、判定結果表示部４０７に「Ｏ
Ｋ」を表示して撮影可能である旨をユーザに報知し、撮影処理を行うステップＳ１１０に
進む。
【００４６】
　撮影処理ステップＳ１１０は、ステップＳ１０９においてシャッタスイッチ１１３が全
押しされたと判断した場合に実行される。撮影処理ステップＳ１１０においては、上述し
たように、ステップＳ１０１およびステップＳ１０２で決定した露光量に基いて撮像セン
サ１１０を露光し、取得した画像データを記録部１１２の記録メディアに記録する。
【００４７】
　図６Ａは、チャート撮影モードにおいて、チャートが適切に撮影できると判断された場
合のファインダ表示例を示す図である。同様に図６Ｂは、チャートが適切に撮影できない
と判断された場合のファインダ表示例を示す図である。図６Ｂに示すように、被写体とし
てのチャートがチャート撮影枠４０１からずれている場合は、各オートフォーカス指標４
０３～４０６での測距センサ出力値が大きくことなることが予想されるため、最大測距距
離差ΔＬが所定の閾値ＴＬよりも大きくなる。したがって、チャート撮影には不適切と判
断され、「ＮＧ」を表示して処理を終了する。
【００４８】
　以上説明したように本実施形態によれば、カラープロファイル作成を目的としたチャー
ト撮影を行う際に、チャート撮影が適切に行えるか否かを判断し、該判定結果を表示する
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とともに、撮影不可と判定された場合には撮影を禁止するように撮影制御を行う。詳細に
は、撮像範囲内の複数箇所、すなわち複数指標における測距結果に基づく判定により、チ
ャートの位置ずれを防止することができる。また、絞り値を測距離に応じて決定すること
により、撮影時のピントを適切にあわせることができる。また、測光値に対する露出量を
チャートの種別に応じて補正することにより、適切な露光量によるチャート撮影が可能と
なる。これにより、常に正しいチャート位置、正確なピント、正しい画角によるチャート
撮影を行うことができ、チャート撮影経験の少ないユーザであっても適切な撮影を行うこ
とが容易に可能となる。そしてその結果として、チャートの撮影画像情報を用いて作成す
るカラープロファイルの精度向上が期待できる。
【００４９】
　＜変形例＞
　本実施形態では、レンズ交換式デジタル一眼レフカメラを例として説明を行ったが、カ
メラの形式としてはこれに限るものではなく、たとえば、レンズ固定のコンパクトタイプ
のデジタルカメラや、デジタルビデオカメラであっても良い。また、ファインダ表示素子
として透過型液晶素子を例として説明したが、発光ダイオードによりファインダスクリー
ンを照明することでチャート枠を表示する方法によっても、本発明は実施できる。さらに
、光学ファインダを持たず、液晶表示素子やエレクトロルミネッセンス素子上にファイン
ダ画像、チャート枠、チャート選択画面を表示するなど、他のファインダ構成、表示部構
成によっても、本発明は実施可能である。
【００５０】
　チャート撮影モードにおける露出の決定方法としては、本実施形態では絞り優先モード
と同様として説明したが、これに限るものではなく、シャッタスピード優先モードやプロ
グラムモード、マニュアルモードに類するものであっても良いことはいうまでもない。ま
た、ユーザが露出決定方法や露出補正量を選択できるよう構成してもよい。ただし、図５
のステップＳ１０２のようにチャートに適した補正を加える場合には、それぞれのモード
に対応して予め決められた量が補正されるものとする。例えば、シャッタスピード優勢モ
ードであれば絞り値、プログラムモードであれば絞り値とシャッタ秒時、マニュアルモー
ドであればシャッタ秒時、がそれぞれ補正される。
【００５１】
　また、本実施形態においては、最大測距距離差ΔＬ、被写界深度ｏ、被写体サイズｈ、
被写体距離ｄを算出することによって、チャート撮影が適切に行えるか否かを判断したが
、これらパラメータの算出方法等は上述した方法に限らない。同様な判断結果を得られる
ものであれば、どのような方法によって算出されたパラメータであってもよい。また、こ
れら全ての値を判断に利用する必要はなく、これらのうち少なくとも１つ以上に相当する
量を用いて判断しても良い。さらに、その判断基準も判定ステップＳ１０６での例示に限
定されるものではない。
【００５２】
　＜他の実施形態＞
　以上、実施形態例を詳述したが、本発明は例えば、システム、装置、方法、プログラム
若しくは記録媒体(記憶媒体)等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、
複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、撮像装置、webアプリ
ケーション等）から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる
装置に適用しても良い。
【００５３】
　尚本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアプログラムを、システム
あるいは装置に直接あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ
が該供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される。なお
、この場合のプログラムとは、コンピュータ読取可能であり、実施形態において図に示し
たフローチャートに対応したプログラムである。
【００５４】
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　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００５５】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、OSに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００５６】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、以下に示す媒体がある。例えば、フロ
ッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、MO、CD-R
OM、CD-R、CD-RW、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、DVD(DVD-ROM，DVD-R)な
どである。
【００５７】
　プログラムの供給方法としては、以下に示す方法も可能である。すなわち、クライアン
トコンピュータのブラウザからインターネットのホームページに接続し、そこから本発明
のコンピュータプログラムそのもの(又は圧縮され自動インストール機能を含むファイル)
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードする。また、本発明のプログラムを構成す
るプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームペー
ジからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコ
ンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさ
せるWWWサーバも、本発明に含まれるものである。
【００５８】
　また、本発明のプログラムを暗号化してCD-ROM等の記憶媒体に格納してユーザに配布し
、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページから暗号
化を解く鍵情報をダウンロードさせることも可能である。すなわち該ユーザは、その鍵情
報を使用することによって暗号化されたプログラムを実行し、コンピュータにインストー
ルさせることができる。
【００５９】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。さらに、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているOSなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した
実施形態の機能が実現され得る。
【００６０】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
実行されることによっても、前述した実施形態の機能が実現される。すなわち、該プログ
ラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の
処理の一部または全部を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に係る一実施形態のデジタル一眼レフカメラの構成を示すブロック図であ
る。
【図２Ａ】本実施形態のデジタル一眼レフカメラの上面図である。
【図２Ｂ】本実施形態のデジタル一眼レフカメラの背面図である。
【図３】本実施形態における撮影モード切替部１１４の外観図である。
【図４】本実施形態におけるファインダ表示素子の表示例を示す図である。
【図５】本実施形態におけるチャート撮影モード時の撮影処理を示すフローチャートであ
る。
【図６Ａ】本実施形態におけるファインダ表示例（ＯＫ）を示す図である。
【図６Ｂ】本実施形態におけるファインダ表示例（ＮＧ）を示す図である。
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